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国有林野に関する法律③
樹木採取権
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国内海外のｺｽﾄの動き

毎年 6⽉頃に林業⽊材産業全般にわたって政策提⾔をしている。
8⽉の概算要求をにらんでの⾏動

最新の2019年の提⾔の趣旨

③

◎ 国内のﾏｰｹｯﾄを⾒ると海上運賃をかけた輸⼊品と国産製品の競争

◎ ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料 FITの関係で国産燃料の方が有利、海外は安いﾁｯﾌﾟ,PKS、ﾍﾟﾚｯﾄ

◎ 輸出 まだ近隣ｱｼﾞｱしか輸出できていない
主ﾏｰｹｯﾄの中国では NZ原木やﾖｰﾛｯﾊﾟからの原木に市況左右されている

製材品、集成材は生産規模の問題 合板は競争⼒が出てきている

その他 気になるところ
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日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)森林再生事業化委員会は、産業界の力を結集し、
「次世代林業モデル」の実現に向けた諸活動を精力的に実施してきました。
この度、令和元年度度の重点政策として、次の 15項目を提言いたします。

1  次世代林業モデルの推進
①主伐促進とその後の確実な再造林、そのための苗木供給等の体制整備
②森林経営管理制度を活用した集約化の進展
③広域流通モデル連携の実現
④森林資源の循環利用モデルの実証 (五木地域森林共同施業団地)

2 ICTを活用したサブライチェーン・マネジメントの構築
①施業団地を利用した安定供給システムの構築
②森林基盤情報整備
③IoTによる高性能林業機械の効率運用と川上~川下の情報連携

3  林業人材の育成・確保
①生産性向上と環境整備の一環としての労働災害“ゼロ化”に向けて
②林業での幅広い人材起用への環境整備

4  国産材利用の拡大
①建築分野における新たな木材利用の推進
②大阪万博(EXP02025)での木材の積極活用

5 木質パ'イオマス利用
①木質バイオマス燃焼灰の利用促進
②木質燃料の品質管理と評価基準の普及
③木質燃料材の供給における持続性の確保
④地域熱利用の普及促進

森林資源を活かし、我が国の林業のため、農林⽔産省他関係省庁、地⽅、⺠間企業
が連携し、本提言が実行されることを強く期待申し上げる次第であります。

以上

⽇本の林業の問題点に関する考察③

森林再生事業化委員会

委員長酒井秀夫

(一社)日本プロジェクト産業協議会

専務理事丸川裕之

「次世代林業モデル ・ 令和元年度重点政策提言」
〜「伐つて、使つて、植える」循環型産業の実現に向けて〜

気になるところ



SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.  ALL RIGHTS RESERVED.

１．次世代林業モデルの推進
①主伐促進とその後の確実な再造林、そのための苗木供給等の体制整備

【提言】
① 所有者負担を軽減するための再造林の低コスト化の推進と効果検証

・コンテナ苗を利用した一貫作業システムの推進
・早く大きく育つエリートツリーや早生樹の活用、適切な薬剤による下刈り省力化の可能性検討等

② 主伐後の再造林を確保できる苗木供給体制の整備
・大型施設栽培事業体,地元苗木生産事業体ともにリスク少なく経営できる精度のある苗木需給情報の把握と共有
・特定母樹等に苗木の供給能力を高めるための既存施設拡充や母樹の早期増殖技術開発の推進

③ 森林資源の持続的供給を目指し、また主伐後の森林の公益的機能を維持するための確実な再造林の実現をめざす方策の検
討と実行

○森林資源育成の超長期性に鑑み、森林資源の持続的供給を目指し、早めの齢級構成の偏りの是正に
より国産材供給力の確保及び森林の公益的機能維持。

【背景】
• 2037年の国産材供給目標4,000万㎥の達成に向け

て森林の持続的経営と安定・確実な木材供給が重要
• 更に長期的視点で、継続的に国産材を安定供給する

ためには、齢級構成の偏り是正に向け、早期の対応
が重要（次頁参照）

• そのために、主伐期を向かえた森林資源の活用、循
環利用できるように確実な造林等更新が不可欠

【課題】
①主伐期の資源利用（主伐）が進まない
・主伐に対する必要性の理解/熱意不足
・再造林の費用捻出が困難な山元立木価格
（素材生産・流通コストや再造林コストの改善余地）

②再造林の体制整備が不十分
・苗木供給の不安定さ
・再造林及び育林の担い手不足（後述）

政策提言等 JAPIC 主伐再造林③
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【参考】日本の人工林 林齢構成と今後

4000万㎡の国産材供給のためには年間
6万-9万haの主伐+それに見合う面積の
間伐材が必要と見る。。

世界の資源論から需要が高まり 経済的優位な新興国が資源を独占できる価格で
材料を手当てし日本で外材を購入できなくなる可能性も高まる。その場合自給率

50%
でさえ供給できない可能性がある、80%、90%供給しないと7-8000万m3の木材需要
を満足できないかも?

世界の資源論から需要が高まり 経済的優位な新興国が資源を独占できる価格で
材料を手当てし日本で外材を購入できなくなる可能性も高まる。その場合自給率

50%
でさえ供給できない可能性がある、80%、90%供給しないと7-8000万m3の木材需要
を満足できないかも?

結果 国産材どころか外材も供給できず木材自体が
ほかの原材料にとってかわられる危険性をはらむ？
結果 国産材どころか外材も供給できず木材自体が
ほかの原材料にとってかわられる危険性をはらむ？

今すぐ今後年間7万HA植えたとすると
林齢構成は回復するがこの谷間は
埋まらない！

縦軸 万ha、 横軸 齢級
最近は 年間 25-27,000haの新植

今後の造林実施事業量
28万ha/5年=56000ha/年

人工造林計画面積
102万ha/15年=69,000ha/年

現全国森林計画より
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将来25,000ha主伐す
ると1000万m3程度

同間伐からの出材を
入れても1300-1400
万m3にしかならない

政策提言等 主伐再造林
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資源の製造工程、LCA上でも気候変動、
環境問題でﾘｽｸは高まる

③
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３．林業人材の育成・確保
②林業での幅広い人材起用への環境整備 平成22年 平成27年 平成37年

林業労働力 51,000人 45､000人 ??? 国勢調査

素材生産量 1､824万m3 2,492万m3 4,000万m3 木材需給表

再造林面積 24,128ha 25,173ha 68,000ha 林業統計表より

＜現状認識＞
・今後、主伐、再造林等必要作業量が増加する中で、平成27年度林業労働力は国勢調査で
4.5万人まで低下している。
林業労働力で高齢者が主体となっている構成を変えかつ絶対数も増やす方策を検討しなけれ
ば、育林部門での労働力不足で再造林、齢級の偏りの是正、将来への資源の仕組みに大きな
懸念が生じる。現実に現場からも労働力不足を懸念する声が高くなってきている。
今後の少子化、他産業との人材の取り合いを考慮すると外国人材の林業への進出 を早めに
検討しておかないと手遅れになる。

• 一方、コンテナ苗、育種技術、育林技術、林業実務の労務管理、安全管理等我が国林業で
先進的な部分をインドネシアやベトナム等人工林施業を拡大しようとしている国に技術伝授
できる機会も大いにある。

＜現状認識＞
・今後、主伐、再造林等必要作業量が増加する中で、平成27年度林業労働力は国勢調査で
4.5万人まで低下している。
林業労働力で高齢者が主体となっている構成を変えかつ絶対数も増やす方策を検討しなけれ
ば、育林部門での労働力不足で再造林、齢級の偏りの是正、将来への資源の仕組みに大きな
懸念が生じる。現実に現場からも労働力不足を懸念する声が高くなってきている。
今後の少子化、他産業との人材の取り合いを考慮すると外国人材の林業への進出 を早めに
検討しておかないと手遅れになる。

• 一方、コンテナ苗、育種技術、育林技術、林業実務の労務管理、安全管理等我が国林業で
先進的な部分をインドネシアやベトナム等人工林施業を拡大しようとしている国に技術伝授
できる機会も大いにある。

＜提言＞
◎ 現行政策のより強力な実施
「緑の雇用」制度の利用者の拡大及び修了後の定着を確実にするためﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ両面から修了者を林業事業体に残す方策を再検討。

◎ 外国人労働力に頼らねばならないのは避けられない？
⓵ 日本人も含めた技能検定制度を立ち上げそこに基礎級として外国人を含める方法が業界内で動き出しており、その受け皿である「林業技能

向上ｾﾝﾀｰ」の立ち上げをﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟする。
⓶ その後この技能検定制度に合格した外国人を産業としての林業で受け入れる準備（外国人用技能研修制度｛2号、3号｝さらに政府の新制度

｛在
留資格「特定技能」1号と2号｝に林業を適用させるための制度的準備）を同時並行ですすめるべき。

また上記⓵に関して厚生労働省との折衝等時間がかかることが懸念される。②も含めて林業の参入が遅れれば遅れるほど人材が必要となる時点で
必要な外国人労働力が集まらなくなる可能性高。この点を業界内部で十分認識して制度として急ぐ方法を模索する必要があると考えられる。

＜課題＞
◎現行の「緑の雇用」制度での修了者の定着が完全でないことと、絶対数がやはり将来の予想林業労働者数と比べて少ない。
◎外国人労働力に頼らざるを得ないことになったとして 現在進められている日本人も含めた技能検定制度がその後 外国人用技能研修制度（2号、
3号）に？さらに政府の新制度(在留資格「特定技能」1号と2号)が普及した時点ですぐに産業としての林業に適用されるか不明？

政策提言等 JAPIC 林業労働⼒③
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 ⽊材の適切な供給及び利⽤の確保・林業の持続的かつ健全な発展のため、
「公共建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律」が制定。

 ⽊造建築物の建設に係る補助⾦も整備。
●サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）
●林業成⻑産業化総合対策のうち林業・⽊材産業成⻑産業化促進対策等

⇒低層の公共建築物は、原則として全て木造化が図られることに。

③ 木材需要の創出に向けた動き

1982年 省令準耐⽕構造の規定制定

2000年 建築基準法改正（性能規定化）

2010年 公共建築物等⽊材利⽤促進法

2014年 建築基準法改正（⽊造関係基準の⾒直し）

2019年 建築基準法改正（⽊材利⽤の推進）

規
制
緩
和
の
動
き
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街を森にかえる
環 境 木 化 都 市 の
実 現 を め ざ し て

③ 木材需要の創出に向けた動き
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③ 木材需要の創出に向けた動き
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土木用途の拡大

•特に特殊な土木用途 ⼀般住宅での地盤改良、住宅、⼟⽊⽤途での液状化対策
など量的に期待できる。CO2の固定という意味でも貢献。

•JAPICの次世代林業ﾓﾃﾞﾙでも年間200万M3の土木用途追加を試算。
大阪万博に地盤環境、液状化対策として期待できる。

輸出の拡大

•国内林業の⼭元価値を上げるためには 最終製品の輸出で付加価値を

•一方で 国内の市況を維持するためには量を出すことも意義がある
原木や損益的に厳しい製材品の輸出も継続する

木材需要の創出に向けた動き （その他）③
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国産材の⼟⽊⽤途への利⽤拡⼤

③ 木材需要の創出に向けた動き
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特に海外の問題

国有林の問題

最新の国内市況

製材、合板、ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

輸出の状況

参考 最新の市況 新型ｺﾛﾅ騒動以降の動き

④ 最新 期近の状況
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国有林のｱｸｼｮﾝ
「令和元年度第4回 九州森林管理局国有林材供給調整検討委員会」の結果等について

東北局 令和2年度 臨時国有林材供給調整検討委員会開催結果の概要について

委員会では、「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、製材、合板とも荷動きが鈍くなっており、減産する
等の動きも⾒られる。⼀⽅で、現場では冬季の雪が少なく、原⽊の出材は順調だったことから、多くの⼯場で
主にスギ原木の在庫が増加しており、原木の受け入れが制限されている。また、スギと比べて荷動きが順調な
ことから、バイオマス⽤の低質材や、カラマツや広葉樹の⽣産に移る動きもあるが、広葉樹チップにも⼀部で
減産や原⽊受⼊を制限する動きがみられる。これらの動きは当⾯続く⾒通しであることから、⽴⽊販売の搬出
期間の延⻑により、国有林材の供給の調整を図る必要がある。」との検討結果となりました。

令和２年３⽉１２⽇（⽊）から３⽉１６⽇（⽉）にかけて、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、委員への資料送
付及び意⾒照会⽅式により「令和元年度第４回九州森林管理局国有林材供給調整検討委員会」を開催し、⽊材の需給動
向、国有林材の供給調整の必要性等について検討しました。
委員会では、「新型コロナウイルスの中国での感染拡大により、同国への木材輸出が急激に縮小又は一部で停止してお
り、特にシェアの⼤きい九州では国内に滞留するこれらの材が国内向けに転換されたこと等から、Ｃ材の需給緩和によ
りＢ材、Ａ材の価格に影響が出ていると考えられる。今後の⽊材輸出の動向は不透明な状況にあることから、当⾯、新
型コロナウイルスの感染拡大等の動向も注視しながら、状況に応じて国有林材の供給の調整を図る必要がある。」との
検討結果となりました。
九州森林管理局としては、委員会からの報告を受けて、状況を注視するとともに、当⾯の措置として、⽴⽊販売の搬出
期間の延⻑に取り組むこととしています。

④ 最新 期近の状況

林野庁各局HPより
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ご清聴ありがとうございました
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